




した電力を自家消費以外に利用することが困難であった
ことが挙げられる。そのため，比較的大きな電力消費が
見込まれるガス製造所のようなところを除いては導入に
よる経済的効果は期待できなかったのが実情である。
　ところが近年，電気事業法の規制緩和により，発電し
た電力は自家消費するだけでなく，特定供給や電力会社
（特定規模電気事業者や一般電気事業者）に売電できる
ようになった。こうした規制緩和を受けて本件のような
自家消費電力の少ないガバナステーションでもガスエネ
ルギー回収発電システムを導入することができるように
なった。加えて，地球温暖化対策の一環として，未利用
エネルギーの有効利用によるCO2排出量の削減に対し，
その設備システム¶ 導入? タぐ る 燓
けることができるようになった。このい によっヴも拶
た，本発電システムのi ¶ が期待侃れるî
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当社製初号機が，ついで 2号機が 1982 年より運転開始，
同じく大阪ガス㈱姫路製造所においても 1987 年より運


